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①：今回請求となる金額の内訳
②：前月請求となった金額の内訳

喪失や報酬訂正があった際など、当月請求分と差異がある時に使われる
③ a：被保険者が当告知対象事業所から受けている報酬月額（賞与）
b：被保険者が勤務している全ての事業所から受けている報酬月額（賞与）合計
c：ｂの標準報酬月額（賞与）

④：按分前の保険料合計（④＝③ｃ×保険料率）
⑤：当告知対象事業所に対する請求保険料
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⑥：当該被保険者の選択事業所である場合・・・非選択事業所に係る按分保険料（⑥＝⑤ー④）
（※選択事業所側に按分前の保険料が計上される仕様のため、非選択側の按分保険料が
マイナス表記となります。）
当該被保険者の非選択事業所である場合・・・⑤と同じ額が記載される

⑦：当月計算時点の二以上増減額の差額と前月計算時点の二以上増減額の差額
⑧：⑦の月額報酬に係る合計額
⑨：⑦の賞与に係る合計額
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